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 企業にとって環境保全は、事業活動の中で重要な課題の一つとなっています。 

住友理工グループは、環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、企業の存在と活動に必

須であると認識し、気候変動防止、循環型社会の構築、化学物質による人への健康被害や環境汚

染の防止に努めてまいりました。 

住友理工グループは、各国の法規制やお客様のグリーン調達方針に沿った活動を行っておりま

すが、最新の環境規制や化学物質規制の変化に対応するためには、仕入先の皆様にまで遡った活

動が必須となっております。 

 このような背景から、仕入先様とお客様とを結び、サプライチェーン全体で環境優良企業を目

指すために「グリーン調達ガイドライン」を改訂いたしました。 

環境保全活動に向けた取り組みをご理解いただき、ご協力お願い申し上げます。 

 
                                                      

                                                       

住友理工株式会社    

                                            

     資 材 部       

購買企画部      

環境管理部      
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2-1 グリーン調達の目的 

 
お客様と仕入先様とを結び、住友理工グループ製品に関わる環境課題にサプライチェーン全体で

取り組むことで、気候変動の防止や循環型経済社会の実現を目指します。 

 

2-2 グリーン調達の適用範囲・取り組み   

 
住友理工グループに納入していただくすべての仕入先様に適用いたします。仕入先様には業種ご

とに下表の通りお取り組みをお願い致します。 

 

部
品
・
用
品

原
材
料
・
副
資
材

梱
包
・
包
装
資
材
・
ラ
ベ
ル

物
流

（1）管理体制の構築 ①　環境管理体制 ○ ○ ○ ○

②　化学物質管理体制 ○ ○ ○ ○

（2）仕入先様の ①　環境法令の遵守 ○ ○ ○ ○

　事業活動に関わる取り組み ②　環境負荷低減 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○

（5）納入品の含有物質管理、 ○ ○ ○

　　リサイクル対応 ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

③　製造に関わる環境負荷情報管理

（6）調査のご協力

仕入先様へのお願い事項

仕入先様の業種

（3）物流に関わる環境負荷の削減

（4）包装・梱包資材の削減

①　化学物質の使用制限

②　樹脂・ゴム部品の材料表示（自動車部品のみ）

 
 

 

 

 

 

 ２．目的 ・ 適用範囲 ・ 取り組み 
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（1） 管理体制の構築 

 

仕入先様が、環境活動や化学物質管理をサプライチェーン全体で運用・改善できる社内の

仕組み作りをお願いします｡ また、住友理工グループのグリーン調達ガイドラインで示す取

り組みを反映させていただくようお願いいたします。 

 

 
 

 

（2） 仕入先様の事業活動に関わる取り組み   

 

① 法遵守 

 各国・各地域の環境保全に関連する法令を、漏れなく把握し遵守できる仕組みづくりをお

願いします。 

 

② 環境負荷低減 

 仕入先様の事業活動における、環境負荷削減の自主的な取り組みをお願いいたします。 

 例 CO2排出削減、廃棄物削減、VOC排出削減、水使用量削減、生態系保護など 

 

 

（3） 物流に関わる環境負荷の削減 
 

仕入先様が住友理工グループへ納入する際に発生する CO2排出量の、自主的な削減の取り

組みをお願いします。 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部認証を取得する場合は下記の制度があり、必要であれば情報提供致します。 

・環境管理 … ISO14001、エコステージ、エコアクション21、など。 

・化学物質管理 … ISO9001、IATF16949、など 

 

 ３．仕入先様へのお願い事項 
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（4） 梱包・包装資材の削減 

 

 仕入先様が住友理工グループへ納入する際に使用する梱包・包装資材の、自主的な減量・

適正化の取り組みをお願いします。 

 
 
（5） 納入品の含有物質管理、リサイクル対応 
 

 
 

 
 

 
 

 

（6） 調査へのご協力 

 

   住友理工グループから依頼があった場合、上記のお取り組みについて速やかなご回答や、

訪問調査へのご協力をお願いいたします。 

 
 

 

 

 

 

③ 納入品製造に関わる環境負荷情報の管理 

住友理工グループのお客様は最終製品のライフサイクル評価を実施します。 

住友理工グループは、仕入先様に対し、納入品製造や物流に関わるエネルギー

使用料、廃棄物発生量、CO2等の大気への排出量 、製造に関わる水使用量などを

お尋ねすることがあります。これらにつきまして情報管理をお願いいたします。 

 

 

② 樹脂・ゴム部品の材質表示（自動車用のみ） 

仕入先様が住友理工グループへ納入する 100g以上の樹脂および 200g以上のゴ

ム部品について、材質表示をお願いいたします。 

 

 

① 化学物質の使用制限 

仕入先様が住友理工グループへ納入する生産部材（部品・用品、原材料及び

副資材等）および梱包・包装資材について、住友理工グループの「グリーン調

達基準」に適合することを、仕入先様にてご確認ください。 

 

※ 但し、住友理工ｸﾞﾙｰﾌﾟからの支給品及び指定材料は住友理工ｸﾞﾙｰﾌﾟで確認致

します。 

（付属書 「グリーン調達基準」参照） 
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住友理工グループは、納入品の適正性を判断するため、このガイドラインの主旨に沿い、 

必要に応じて仕入先の皆様に以下の調査を依頼することがあります。 

調査した事項及び調査表等の書類は、目的以外で第三者へ公表する事は致しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） 管理体制の構築 

必要に応じて、メール、調査票または訪問等で確認させて頂きます。 

  

（2） 仕入先様の事業活動に関わる取り組み 

必要に応じて、メール、調査票または訪問等で確認させて頂きます。   

 

（3） 物流に関わる環境負荷の削減 

必要に応じて、メール、調査票または訪問等にて確認させて頂きます。 

 

（4） 梱包・包装資材の削減 

必要に応じて、メール、調査票または訪問等にて確認させて頂きます。 

 

（5） 納入品の含有物質管理とリサイクル対応 

   付属書-1 ［グリーン調達基準］に従って、運用致します。 

また、必要に応じて付属書-2 ［化学物質管理体制チェックシート］にて確認させて頂きます。 

 ４．住友理工グループによる運用 

グリーン調達ガイドライン 
                                 

      住友理工株式会社 
              

                     資 材 部       

購買企画部      

環境管理部      
 
         〒４８５－８５５０  小牧市東三丁目１番地 
         ＴＥＬ ０５６８－７７－３０４５ （環境管理部） 
         ＦＡＸ ０５６８－４３－０９６４ （環境管理部） 
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改定履歴 

 

年/月/日 改定内容 

2005/9 初版 

2006/3/11 第２版 

・東海ゴムから東海ゴムグループ適用に対象会社を拡大するため記述を見直しした。 

・用語変更 環境規制物質 → 環境負荷物質 

・付表－１ 法規制リスト 法改正のため省エネルギー法の内容から電力に関する記述削除 

2015/3 第３版 

・社名変更により 東海ゴムを住友理工に変更した 

・社名変更により、TRI-GroupをSUMITOMORIKO-Groupに変更した 

・調達企画室を削除 

2017/2 第4版 

・主要取引先のグリーン調達文書改定を反映し、記述を見直した。 

・グリーン調達基準を、グリーン調達ガイドラインの[付属書-1]とした。 

・グリーン調達基準に記載していた「化学物質の管理体制構築のお願い」を、グリーン調達ガイ

ドラインに記載した。 

・[付属書-2] 化学物質管理体制チェックシートを追加した。 

 

 


